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令和４年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

第１条 令和４年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

第２条 令和４年度木津川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収 

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，３５６，０６０千円 △３３，９４６千円 ２，３２２，１１４千円 

 第１項 営業収益   １，０１４，５２７千円  △３，１７７千円 １，０１１，３５０千円 

 第２項  営業外収益  １，３４１，５３２千円 △３０，７６９千円 １，３１０，７６３千円 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，３５６，０６０千円 △３３，９４６千円 ２，３２２，１１４千円 

 第１項 営業費用    ２，２２３，７８５千円 △３３，７４７千円 ２，１９０，０３８千円 

 第２項 営業外費用      １２９，０７５千円       △１９９千円      １２８，８７６千円 

  

 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的 

支出額に対して不足する額５０９，２７６千円は、過年度分損益勘定留保資金８７，０２５千円及び当 

年度分損益勘定留保資金４２２，２５１千円で補てんするものとする。） 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入     ８２０，３５２千円 △３４，８３１千円   ７８５，５２１千円 

 第１項 企業債       ４７０，２００千円  △６５，６００千円   ４０４，６００千円 

第３項 他会計補助金    ４６，３６３千円  ３０，７６９千円    ７７，１３２千円 

（支    出） 

第１款 資本的支出    １，３６２，０８７千円 △６７，２９０千円 １，２９４，７９７千円 

 第１項 建設改良費      ７４０，２７４千円  △６７，２９０千円   ６７２，９８４千円 
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第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道事業 ２９９，７００千円 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

年４．０％

以内（ただ

し、利率見直

し方式で借

り入れる資

金について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、その

融資条件により、銀行その他

の場合にはその債権者と協

定するところによる。 

 ただし、財政の都合により

据置期間及び償還期限を短

縮し、又は、繰上償還若しく

は低利に借換することがで

きる。 

計 ４０４，６００千円 ― 

 

 

― 

 

 

 

 

― 

 

 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）        （計） 

（１） 職員給与費    ９８，０８８千円    △１，４４２千円   ９６，６４６千円 

 

 

令和５年３月３１日専決 

木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






